
HT-35SWA・SBA、HT-50SA、
HT-50BSA（紫外線ランプ付）
HT-70SA、HT-90SA、HT-150SA、HT-200SA

●  この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
　  またアフターサービスもできません。

140918_1

型

　式

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定

外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用さ

れた場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられ

た場合。
2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の
6ページのご相談窓口にご相談ください。

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上
の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店
または取扱説明書の6ページのご相談窓口にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
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※HT - 200SAの場合

12.HT-35SWA、HT-35SBA、HT-50SA、HT-
50BSA、HT-200SAの5機種は、前開き扉です。
この5機種の扉は強く押し下げたり、開いた扉に物
をのせないでください。
本体の転倒や扉破損の原因になります。

（ランプはHT-50BSAについています。）
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HT－35SWA・SBA HT－50SA、50BSA HT－70SA

HT－90SA HT－150SA HT－200SA

型式

型式

❶保証書

保証期間中

保証期間経過後

❷修理を依頼される
ときは　出張修理

❸補修用性能部品の
保有期間

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から
受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 「出張修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
● お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていた
だくことがあります。

● ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
● 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

タオルポットの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

❹ご転居されるときは

❺修理料金のしくみ

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって
販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

修理料金=技術料+部品代+出張料です。
診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術
教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間中は 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間 お買い上げ日から本体1年です。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により
有料で修理させていただきます。

保証期間はお買い上げの日から1年です。

技術料

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。部品代
商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。出張料

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では使用できません。
またアフターサービスもできません。 家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理に関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120－3121－68
FAX 0120－3121－87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120－8802－28
FAX 03－3260－9739

保証期間が
過ぎているときは 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。



HT－35SWA・SBA HT－50SA、50BSA HT－70SA
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型式

型式

❶保証書

保証期間中

保証期間経過後

❷修理を依頼される
ときは　出張修理

❸補修用性能部品の
保有期間

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から
受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 「出張修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
● お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていた
だくことがあります。

● ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
● 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

タオルポットの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

❹ご転居されるときは

❺修理料金のしくみ

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって
販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

修理料金=技術料+部品代+出張料です。
診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術
教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間中は 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間 お買い上げ日から本体1年です。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により
有料で修理させていただきます。

保証期間はお買い上げの日から1年です。

技術料

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。部品代
商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。出張料

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では使用できません。
またアフターサービスもできません。 家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理に関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120－3121－68
FAX 0120－3121－87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120－8802－28
FAX 03－3260－9739

保証期間が
過ぎているときは 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。



HT-35SWA・SBA、HT-50SA、
HT-50BSA（紫外線ランプ付）
HT-70SA、HT-90SA、HT-150SA、HT-200SA

●  この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
　  またアフターサービスもできません。

140918_1

型

　式

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定

外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用さ

れた場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられ

た場合。
2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の
6ページのご相談窓口にご相談ください。

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上
の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店
または取扱説明書の6ページのご相談窓口にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


